
 第７９号議案 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２７年３月２５日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第９条第１項中「第７２条の４」を「第７２条の５」に改め、同

条第２項中「施設」を「事業」に改める。 

 第 １２ 条の３ 第１号中 「保 健 事 業 に 要 す る 費 用 の 額」 の 次 に  

「、法第８１条の２第１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に

係る同条第２項の規定による拠出金（当該事業に関する事務の処理

に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用の額、同条

第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規

定による拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係る

ものを除く。）の納付に要する費用の額の２分の１に相当する額」

を加え、同条第２号中「第７２条の４」を「第７２条の５」に、

「その他」を「、法第８１条の２第１項の規定による交付金並びに

その他の」に改める。 

 第１６条の６中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」に 
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改める。 

 第１６条の６の１０中「１６０，０００円」を「１７０，０００ 

円」に改める。 

 第１６条の１１中「１４０，０００円」を「１６０，０００円」

に改める。 

 第２０条第１項中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」 

に改め、同項第２号中「２４５，０００円」を「２６０，０００円」

に改め、同項第３号中「４５０，０００円」を「４７０，０００円」

に改め、同条第３項中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」 

に、「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改め、同条   

第 ４ 項 中 「 ５ １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、  

「１４０，０００円」を「１６０，０００円」に改める。 

 附則中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第６項ま

でを１項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平

成２７年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２６年度

分までの保険料については、なお従前の例による。 
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亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の基礎賦課限

度額を５２０，０００円（現行５１０，０００円）に、後期高齢

者支援金等賦課限度額を１７０，０００円（現行１６０，０００

円 ） に 、 介 護 納 付 金 賦 課 限 度 額 を １ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 現 行   

１４０，０００円）に改めること。 

 

２ 保険料を減額する基準のうち、５割軽減基準の被保険者数に乗

ずる金額を２６０，０００円（現行２４５，０００円）に、２割

軽減基準の被保険者数に乗ずる金額を４７０，０００円（現行 

４５０，０００円）に改めること。 

 

３ その他所要の規定整備を図ること。 

 

４ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

５ この条例は、平成２７年４月１日から施行すること。 
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